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整備区分 

整備主体 

第８３回国民スポーツ大会競技施設整備計画【第１次】 

 
１ 趣旨 

第 83 回国民スポーツ大会の競技施設の整備を計画的かつ円滑に推進するため、
「第 83 回国民スポーツ大会・第 28 回全国障害者スポーツ大会競技施設整備基本方
針」及び「第 83 回国民スポーツ大会競技施設基準」に基づき、中央競技団体正規視
察の結果を踏まえ、会場地市町村との協議を基に、全体的な整備計画を策定するもの
である。 

なお、本整備計画は現時点における予定であり、今後の状況に応じて見直すものと
する。 

 
２ 施設整備区分一覧（令和６年７月現在） 

 新設 改修 仮設 既設 検討中 

県 １ ６ ３ ３ ０ 

市町村 ０ ３２ ９ １１ ０ 

民間 ０ ０ １ ４ ０ 

計 １ ３８ １３ １８ ０ 

 
３ 用語の説明 
（１） 整備区分は次のとおりとする。 

ア 「新設」は、新たに常設の競技施設を整備するものをいう。 
イ 「改修」は、既存の競技施設を改修するものをいう。  
ウ 「仮設」は、国民スポーツ大会開催に合わせて臨時的に競技施設を整備するも 

のをいう。  
エ 「既設」は、既存の競技施設をそのまま使用するもの（通常の維持修繕を行う 

ものを含む。）をいう。  
オ 「検討中」は、整備区分を検討中のものをいう。 

（２） 施設の概要は、新設は整備後の施設概要、改修及び既設は現状の施設概要、仮設
は競技施設基準の数値を記載した。 
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第８３回国民スポーツ大会 開催内定について 

 

１ 概要 

 第 83 回国民スポーツ大会について、国民スポーツ大会開催基準要項に基

づき、本年６月３日付けで(公財)日本スポーツ協会会長及び文部科学大臣

あてに「開催申請書」を提出した。 

 

 その後、７月 17 日に開催された(公財)日本スポーツ協会理事会において

本県の開催申請が承認され、第 83 回国民スポーツ大会の「開催内定」が

正式に決定した。 

 

 なお、同年に開催予定の第 28 回全国障害者スポーツ大会は、全国障害者

スポーツ大会開催基準要綱に基づき、国民スポーツ大会の内定をもって

「開催内定」とみなされる。 

 

２ 開催内定書受領時の様子 

開催内定の決定後、その場で日本スポーツ協会遠藤会長から、本県山本知事

へ開催内定書が手交された。 

 

３ 開催に向けた手続 

 

これまで 

平成２９年３月 国体招致に関する県議会決議 

平成２９年５月 開催要望書の提出 

平成２９年７月 開催内々定 

 

開催５年前 

令和６年３月１８日 開催に関する県議会決議 

令和６年６月 ３日 開催申請 

令和６年７月１７日 開催内定 

開催３年前 令和８年９月まで 開催決定 

開催前年 令和１０年 リハーサル大会 

開催年 令和１１年 本大会 
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令和６年７月１７日（水） 

(公財)日本スポーツ協会令和６年度第３回理事会 

開催内定書受領 
 

 
内定書受領 

 
内定書受領後・記念撮影 
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期　日 内　　容

R4.2.4 第３回常任委員会を書面表決により開催

R4.2.9 第３回市町村連絡会議（令和３年度第１回）及び第３回競技団体連絡会議（令和３年度第１回）を書面により開催

R4.3.9 第４回総会を書面表決により開催

R2.11.11 第２回市町村連絡会議（令和２年度第１回）及び第２回競技団体連絡会議（令和２年度第１回）の開催

R2.12.22 第３回総会を書面表決により開催

R4.1.18 第５回総務企画専門委員会、第１回広報・県民運動専門委員会を開催

R2. 4. 1 準備委員会の名称を『第８３回国民スポーツ大会・第２８回全国障害者スポーツ大会群馬県準備委員会』に改称

R2.10.21 第４回総務企画専門委員会を開催

R2.11.4 第２回常任委員会を開催

H31. 3.25 第２回総務企画専門委員会を開催

R2. 3. 4 第３回総務企画専門委員会及び第３回施設整備専門委員会の開催

R2. 3.19 第２回総会の開催（書面表決）

H30. 8～10月 市町村競技会開催意向調査及び競技団体競技会意向調査の実施

H30.10～12月
第83回国民体育大会会場地市町村選定に係るヒヤリングの実施
（市町村・競技団体）

H31. 3.19 第２回施設整備専門委員会を開催

H30. 3.20
第83回国民体育大会・第28回全国障害者スポーツ大会群馬県準備委員会
設立総会・第１回総会及び第１回常任委員会の開催

H30. 8. 7 第１回総務企画専門委員会及び第１回施設整備専門委員会の開催

H30. 8. 9 第１回市町村連絡会議（平成30年度第１回）及び第1回競技団体連絡会議（平成30年度第１回）の開催

H29. 3.21 平成29年3月教育委員会会議定例会において、県教育委員会が第83回（平成40年）国民体育大会の招致を決定

H29. 5.24 知事、県教育長、（公財）県スポーツ協会会長が、文部科学省（スポーツ庁）及び公益財団法人日本体育協会に開催要望書を提出

H29. 7.18
（公財）日本体育協会が群馬県を第83回国民体育大会の開催申請書提出県として了解（内々定）　※第28回全国障害者スポーツ大
会も同様の取扱いとなる。

H29. 1.23
市長会、町村会をはじめ、県内外の多様な分野の方々による　「群馬県国体検討懇話会」が、本県で国体を開催する意義や方向性
等をまとめた報告書を知事に提出

H29. 2.20
群馬県議会の平成29年第１回定例会において、知事が第83回国民体育大会及び第28回全国障害者スポーツ大会を本県で開催す
る意向を表明

H29. 3. 9 群馬県議会の平成29年第１回定例会において、「第83回国民体育大会の招致に関する決議」を全会一致で可決

第８３回国民スポーツ大会及び第２８回全国障害者スポーツ大会
開　催　準　備　経　過

H28. 6.29 公益財団法人群馬県スポーツ協会が第83回（平成40年）国民体育大会招致要望書を知事、県議会議長及び県教育長に提出

H28. 8月～ 県が全市町村を訪問し、本県における２巡目国体の開催について説明、協力を依頼
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期　日 内　　容

R6.8月 第８回常任委員会を書面表決により開催予定

R6.7.17
日本スポーツ協会第３回理事会において、「第83回国民スポーツ大会」の群馬県開催が内定
（国スポ内定に伴い第28回全国障害者スポーツ大会の群馬県開催が併せて内定）

R6.7月 第７回総会を書面表決により開催

R6.8月 第10回総務企画専門委員会、第７回広報・県民運動専門委員会、第８回施設・競技専門委員会を書面表決により開催予定

R6.3.11 第７回市町村連絡会議・第６回競技団体連絡会議を開催

R6.3.22 第７回常任委員会を開催

R6.6.3 知事、教育長、県スポーツ協会会長が、文部科学省と公益財団法人日本スポーツ協会に開催申請書を提出

R6.2.14 第１回宿泊専門委員会を開催

R6.2.15 第１回輸送・交通専門委員会を開催

R6.3.7 第９回総務企画専門委員会、第６回広報・県民運動専門委員会、第７回施設・競技専門委員会を開催

R6.1.12 第５回広報・県民運動専門委員会を書面表決により開催

R6.1.19 第８回総務企画専門委員会を書面表決により開催

R6.1.31 第６回常任委員会を書面表決により開催

R5.7.19 第６回総会を書面表決により開催

R5.8.30 第６回市町村連絡会議を開催

R5.9.29 第６回施設・競技専門委員会を書面表決により開催

R5.3.6 第7回総務企画専門委員会、第４回広報・県民運動専門委員会及び第5回施設・競技専門委員会を開催

R5.3.22 第５回常任委員会を開催　愛称「湯けむり国スポ・全スポぐんま」の発表

R5.3.23 第5回市町村連絡会議（令和４年度第2回）及び第5回競技団体連絡会議（令和４年度第2回）を書面により開催

R4.11.1～12.4 第83回国民スポーツ大会・第28回全国障害者スポーツ大会の愛称の募集を実施

R4.12.21 市町村・競技団体説明会を開催

R5.1.23 第3回広報・県民運動専門委員会を書面により開催

R4.10.13 第４回常任委員会を書面表決により開催

R4.10.14 第４回市町村連絡会議（令和４年度第１回）及び第４回競技団体連絡会議（令和４年度第１回）を書面により開催

R4.10.25 第2回広報・県民運動専門委会を書面により開催

R4.6.21 スポーツ庁へ要望書を提出

R4.8.3 第５回総会を書面表決により開催

R4.8.31 第６回総務企画専門委員会及び第４回施設・競技専門委員会を書面表決により開催
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中央競技団体正規視察受入状況 ※中央競技団体による競技会場の視察 

実施競技・種目 視察日 

ラグビーフットボール 7月 13日(木) 

ライフル射撃（CFP） 8月 9日(水) 

ボクシング 8月 21日(月) 

ボウリング 9月 5日(火) 

ソフトテニス 9月 28日(木) 

バドミントン 10月 6日(金) 

銃剣道 10月 20日(金) 

フェンシング 10月 24日(火) 

ハンドボール 10月 26日(木) 

高校野球 11月 6日(月) 

ウエイトリフティング 11月 7日(火) 

アーチェリー 11月 8日(水) 

卓球 11月 9日(木) 

柔道 11月 9日(木) 

体操 11月 13日(月) 

カヌー 11月 14日(火) 

ソフトボール 11月 16日(木) ,17日(金) 

ホッケー 11月 20日(月) 

ローイング 11月 28日(火) 

空手 11月 29日(水) 

トライアスロン 12月 6日(水) 

テニス 12月 7日(木) 

弓道 12月 12日(火) 

ゴルフ 12月 18日(月) ,19日(火) 

軟式野球 12月 20日(水), 21日(木) 

バレーボール（6人制） 12月 22日(金) 

陸上 1月 17日(水) 

バスケットボール 1月 30日(火),31日(水) 

自転車 2月 5日(月) 

レスリング 2月 14日(水) 

クレー射撃 3月 12日(火) 

セーリング 3月 18日(月) 

馬術 3月 21日(木) 

バレーボール（ビーチバレー） 3月 26日(火) 

  サッカー 5月 10日(金) 

ライフル射撃（CFP以外） 5月 13日(月) 

※未実施：水泳、相撲 
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年度 県準備委員会 会場地市町村 県競技団体

R5
（2023）
6年前

R6
（2024）
5年前

R7
（2025）
4年前

R9
（2027）
2年前

R10
（2028）
1年前

R11
（2029）
開催年

※このスケジュールは必要に応じて改訂する

第83回国民スポーツ大会　練習会場選定スケジュール

R8
（2026）
3年前

協 力

練習会場管理者への借用依頼
・施設借用申請
・備品，器具等借用申請
・練習会場運営要領作成

競技別リハーサル大会

練習会場調査（第１次）

練習会場１次案作成

（競技別日程決定後）

練習会場管理者への正式依頼

協 力

施設競技専門委員会
・練習会場（案）［報告］

練習会場調査（第１次）の作成
（正規視察時の案の修正）

練習会場調査（最終）の作成

中央競技団体正規視察

協 力

協 力練習会場２次案作成

練習会場 最終調査

協 力

承諾書の受領

練習会場（案）作成

常任委員会（報告）

施設競技専門委員会
・練習会場（最終案）［審議・決定］

協 力

会場地市町村へ正式決定通知 受 理

回収・調整（ヒアリング）

練習会場調査（第２次）の作成
（１次案の修正）

練習会場管理者へ打診

練習会場管理者へ打診

練習会場調査（第２次）

協 力

takata-hi
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年度 県準備委員会 会場地市町村 県競技団体 中央競技団体

～R5(2023)
（～6年前）

R6(2024)
（5年前）

R7(2025)
（4年前）

R8(2026）
（3年前）

R9(2027)
（2年前）

R10(2028)
（1年前）

R11(2029)
（開催年）

※このスケジュールは必要に応じて改訂する

第83回国民スポーツ大会　競技用具整備スケジュール

競技用具整備基本方針(R4)

競技用具整備計画

調査（第１次）
計画作成・提出 協力・検討 確認

取りまとめ ヒアリング

競技用具整備計画

調査（第２次）
計画作成・提出 協力・検討 確認

取りまとめ ヒアリング

競技用具整備計画

調査（第３次）
計画作成・提出 協力・検討 確認

取りまとめ ヒアリング

借用先決定

借用先検討

特注・注文製造等の確認

第１次整備計画決定

次年度整備分予算要求

第 １ 次 整 備

競技用具整備計画

調査（最終）
計画作成・提出 協力・検討 確認

取りまとめ ヒアリング

競技用具保管・

取扱要項の策定

第２次整備計画決定

次年度整備分予算要求

第 ２ 次 整 備

保管依頼・貸与 借受・保管

最終整備計画決定

次年度整備分予算要求

最 終 整 備

保管依頼・貸与 借受・保管

競技用具再配置計画の策定

湯けむり国スポ・全スポぐんま

競技用具再配置 返却

配慮が必要な競技

用具の整備方法検討

県購入用具の検討

リハーサル大会開催

競技用具整備要項(R5)

takata-hi
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単位：人 単位：人

養成実績

R5
（6年前）

R6
（5年前）

R7
（4年前）

R8
（3年前）

R9
（2年前）

R10
（1年前）

R11 R6養成予定数 R6養成実績 R6養成予定数 R6養成実績

1 1

140 93 47 1.36 25 15 11 10 9 10 9 64 60 1

14 11 3 2.33 0 0 0 7 0 0 0 7

41 6 35 1.57 4 6 6 13 14 16 0 55 1

45 45 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 21 1.10 0 3 5 5 4 3 3 23 1 1

3 22 132 0 - 108 1 0 1 0 6 5 13 2

4 58 36 22 1.45 17 6 7 8 6 5 0 32 2

5 22 14 8 1.50 14 5 5 0 0 2 0 12 2

6 5 4 1 11.00 4 0 4 0 4 3 0 11 1

7 3 33 0 - 3 0 1 0 1 2 0 4

70 13 57 1.86 0 6 10 18 20 27 25 106

27 0 27 1.33 0 0 8 12 12 4 0 36

6 2 4 1.50 0 0 3 0 3 0 0 6

8 4 4 1.50 1 1 2 2 1 0 0 6 1 43 1

10 17 107 0 - 93 102 116 120 124 128 128 718

11 2 2 0 - 0 0 1 1 1 1 0 4

12 0 1 0 - 0 12 0 2 0 0 0 14 1 12 1

13 9 5 4 2.00 4 0 3 0 3 0 2 8

14 13 24 0 - 4 3 2 0 0 0 0 5 10 1

65 38 27 2.33 9 13 12 13 12 13 0 63 1

73 38 35 1.94 8 14 13 14 13 14 0 68 3 1

16 77 51 26 1.35 6 7 7 7 7 7 0 35 2

17 87 29 58 1.43 16 12 20 12 16 16 7 83 2 1

18 123 4 119 1.44 20 31 37 32 36 35 0 171

19 8 2 6 1.67 0 2 2 2 2 2 10

20 12 6 6 1.50 2 3 2 2 1 1 0 9

21 4 1 3 1.33 1 1 2 1 0 0 0 4

22 6 0 6 1.33 2 2 2 1 1 1 1 8

23 129 88 41 1.32 11 15 5 15 9 10 0 54 2

24 185 157 28 3.96 0 25 26 10 20 20 10 111

25 21 0 21 1.90 116 40 0 0 0 0 0 40

37 13 24 1.38 0 0 3 6 6 12 6 33

35 1 34 1.35 0 0 0 0 1 42 3 46

27

28 25 18 7 1.43 2 2 2 2 2 2 0 10

29 38 27 11 3.45 2 21 1 2 2 1 11 38 3

45 5 40 1.00 0 0 5 5 10 15 5 40

24 0 24 1.00 0 4 4 4 4 4 4 24

31 21 0 21 2.14 41 45 0 0 0 0 0 45

32 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 2 1

33 0 0 0 - 2 2 0 0 0 3 0 5

34 8 10 0 - 3 3 5 11 4 3 5 31 1

35 33 0 33 1.48 2 4 6 9 10 10 10 49 2

36 88 88 54 2.44 24 54 54 132

37 51 36 15 3.53 10 8 8 9 10 9 9 53 2

2

1

2

3

4

5 19 0 19 1.4 0 4 4 5 4 5 5 27 2

6 32 30 120 1.5 0 30 30 30 30 30 30 180

7

8 44 1 43 1.3 5 5 8 22 17 4 2 58

9

10 7 0 7 1.3 1 2 1 2 2 2 0 9

11

12 18 0 18 1.3 0 2 7 12 3 0 0 24

13

14

15 55 45 10 17.1 0 37 1 45 50 37 1 171 3 34 30

16

17

1718 1144 872 1.332 530 438 346 356 422 482 244 2288 10 0 125 0 32

175 76 217 2.68 6 80 51 116 106 78 38 469 5 0 34 30 0

1893 1220 1089 1.456 536 518 397 472 528 560 282 2757 15 0 159 30 32

令和６年度　競技役員等養成　調査結果
湯けむり国スポ・全スポぐんま準備課 

競技役員等養成実績・年次別養成計画【資格取得】
競技役員等養成・開催準備活動支援事業

申請状況

養成（資格取得）年次計画
延養成数

中央派遣事業 県内講習会
開催準備

活動支援事業

陸上競技 養成不要

NO. 競技名
県内
必要数

開催時
従事
見込数

養成
最低数

安全率
(1.3)

サッカー

テニス

ローイング

ホッケー

ボクシング

8
バレーボール（６人制）

バレーボール（ビーチ）

2

水泳（競泳）

水泳（飛込）

水泳（水球）

水泳（ＡＳ）

水泳（ＯＷＳ）

15
自転車（トラック）

自転車（ロード）

6人制共通（インドアAで可能）

9

体操（体操競技）

体操（男子新体操）

体操（女子新体操）

体操（トランポリン） 養成不要

ソフトテニス

卓球

軟式野球

相撲

馬術

フェンシング

バスケットボール

レスリング

セーリング

ウエイトリフティング

ハンドボール

剣道 養成不要

ラグビーフットボール

スポーツクライミング

30
カヌー（ＳＰ）

柔道

ソフトボール

バドミントン

弓道

26
ライフル射撃（CFP以外）

ライフル射撃（CFP)

38
高校野球（硬式） 養成不要

高校野球（軟式） 養成不要

2
カヌー（ＳＬ・ＷＷ）

アーチェリー

空手道

銃剣道

クレー射撃

陸上競技 国スポ共通

水泳 国スポ共通

アーチェリー 国スポ共通

ボウリング

ゴルフ

トライアスロン

ボッチャ

バスケットボール 国スポ共通
車いすバスケットボール

ソフトボール 国スポ共通

卓球 国スポ共通

卓球（STT)

フライングディスク

ボウリング 国スポ共通

両大会　合計

サッカー 国スポ共通

フットソフトボール 国スポ共通（講習会）

国スポ　合計

全スポ　合計

グラウンドソフトボール
（ブラインド・ベースボール）

バレーボール（知的） 国スポ共通

バレーボール（身体） 国スポ共通

バレーボール（精神）

takata-hi
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第83回国民スポーツ大会 競技別会期について    

 

１ 基本的な考え方 

(1) 実施競技数及び参加人数の前・後期（第２日目以降の10日間を前期と後期に区分）での偏りが

ないよう配置する。 

  (2) 最終日に実施する競技は、総合成績算出との関係から午前中に競技が終了できることを基本と 

する。 

(3) 複数の競技を実施する市町村の運営面の負担等を考慮する。 

(4) 複数の競技を実施する競技会場については、会場の準備期間等を考慮する。 

 

２ 正式競技・特別競技の会期設定に係る主な配慮事項 

 (1) 総合開・閉会式について 

①  総合開会式を実施する第１日目には、原則として競技会を実施しない。 

   ②  総合閉会式での総合成績（天皇杯・皇后杯）算出・発表の業務上、第11日目の競技会は、決 

勝戦が11時00分までに完全に終了することとする。 

  

  (2) 複数競技の開催について 

  ①  複数競技を開催する会場地市町村においては、原則として、前期と後期に開催する競技数、 

参加人員、宿泊数が概ね均等になるように配慮する。 

   ② 同一会場で複数競技を開催する場合は、会場設営に時間を要する競技を前期に配置する。 

   ③  同一会場で複数競技を開催する場合は、会場転換に係る設営・撤去期間や公式練習日のため、

原則として、各競技会期の間を１日間空けるように配慮する。 

 

  (3) 会期前開催について 

①  競技会運営上（選手の健康面含む）、気温・水温等の気象条件に左右される競技は、その競技

の特性を考慮した配置にする。 

②  水泳競技については、第64回新潟国体から先行開催が決定され、（平成18年12月20日第４回国民体育

大会委員会の決定事項）９月中旬までに実施する。 

   ③  他競技の会期前開催日程は、原則として水泳競技に併せて開催する。 

 

  (4) 特に配慮が必要な競技について 

①  自転車競技のロードレース及びトライアスロンは、一般公道の交通規制が必要となるため、

交通事情等から原則として日曜日に開催するよう配慮する。 

 

(5) その他 

  ①  各競技の役員・選手数に対する宿泊可能数を考慮した配置にする。 

②  トップアスリートが参加しやすいように、国民スポーツ大会前後の各種世界・全国大会開催

時期を考慮した配置にする。 

③  学校施設を競技会場とする場合は、教育活動を考慮した配置にする。 

  ④  観光地を競技会場とする場合は、観光業を考慮した配置にする。 

  ⑤ 民間施設を競技会場とする場合は、営業を考慮した配置にする。 

 

３ 公開競技の実施時期（会期）について 

(1) 大会開催年度４月１日以降、大会会期内までに開催すること（総合開・閉会式当日を除く）。 

(2) 競技会の会期は４日間を上限とする（公式練習は期間内に含む）。 

(3) 正式競技及び特別競技に支障のない範囲で実施すること。 

takata-hi
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年度 月 日本スポーツ協会 県準備（実行）委員会 会場地市町村 県競技団体 中央競技団体

６月

１月

２月

３月

４月

８月

９月

11月

12月

２月

４月

６月

７月

８月

○施設・競技専門委員会
 　「県最終案の審議」

９月  

10月 　

11月

12月

２月 ○施設・競技専門委員会 報告

３月 ○常任委員会 報告

第83回国民スポーツ大会　競技別会期決定までの流れ（正式競技・特別競技・公開競技）

Ｒ７

４年前

Ｒ８

３年前

※このスケジュールは必要に応じて改定する

Ｒ６

５年前

了 承

群馬県（案）

受 領

大 会 会 期

宮内庁

と    の

協    議

大会会期決定

国スポ委員会

理事会

会期の決定について

総会で報告

最終案 最終確認（文書）

・最終案提出依頼

・同意書の送付・受理

(県競技団体及び中央競技団体)

最終確認・回答

・競技団体へ同意書を

送付・受理

・最終案及び同意書を

県へ提出

了  承

・同意書

に押印

・中央競

技団体に

同意書を

送付・受

理

了  承

・同意書

に押印

・県競技

団体に同

意書を送

付

通知文発送

最終案

受理・検討

(中央競技団体

へ最終確認）

通知文受理

・会場管理者へ借用願

競技別会期決定

国スポ委員会

競技別会期決定

受理

最終案を日本スポーツ協会に提出(文書) 了  承

最終    

確認

第２次案照会（２次調査）

最終案作成
回答（確認・調整） 了 承

事務局案作成→市町村及び競技団体へ照会

第１次案検討・作成

第１次案照会

内々示

内示

事前協議

通知文受理

協議・回答 協議

回答（確認・調整）

※必要に応じてヒアリング第２次案検討・作成

事務局試案検討・作成

市町村・県競技団体ヒアリング（事務局試案の提示・検討）
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第 83 回国民スポーツ大会・第 28 回全国障害者スポーツ大会 

群馬県準備委員会専門委員会規程（改正案） 

 

 

 

第 83 回国民スポーツ大会・第 28 回全国障害者スポーツ大会群馬県

準備委員会専門委員会規程を次のとおり改正する。 

 

 

１ 改正の内容 

  別紙のとおり 

 

 

２ 改正の理由 

第 83 回国民スポーツ大会・第 28 回全国障害者スポーツ大会の開

催準備を総合的・効率的に推進するため、「式典専門委員会」「医事・

衛生専門委員会」「警備・消防専門委員会」を新たに設置するため。 

また、式典専門委員会の設置に伴い、従来施設・競技専門委員会の

所管する事項であった「開・閉会式会場の整備等」を式典専門委員会

の所管事項とするため。 

 

 

３ 施行 

  常任委員会で決定（Ｒ６年８月中に開催予定） 

  

takata-hi
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（改定案） 

 

第 83 回国民スポーツ大会・第 28 回全国障害者スポーツ大会 

群馬県準備委員会専門委員会規程 

 
（趣旨） 

第１条 この規程は、第 83 回国民スポーツ大会・第 28 回全国障害者スポーツ

大会群馬県準備委員会会則第 13 条第３項の規定に基づき、第 83 回国民スポ

ーツ大会・第 28回全国障害者スポーツ大会群馬県準備委員会専門委員会（以

下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員会の種類等） 

第２条 委員会の種類並びに常任委員会からの付託事項及び委任事項は、別表

のとおりとする。 

（役員） 

第３条 委員会に次の役員を置く。 

(1) 委員長   １名 

(2) 副委員長  若干名 

２ 委員長及び副委員長は、専門委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、

あらかじめ委員長の指名した副委員長がその職務を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集し、委員長が議長となる。 

ただし、委員長が災害、疫病その他の事由により委員を招集することが困難で

あると認めた場合には、書面により委員会の議案を決し、その結果をもって委員

会の議決に代えることができる。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の

決するところによる。 

３ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意

見又は説明を聴くことができる。 

４ 書面による議決は、次に掲げる方法により実施する。 

(1) 委員長は、返信期限を定めて、議案書、書面表決書及びその他資料等を委

員に送付する。 

(2) 委員は、議案について賛否を記載した書面表決書を委員長に提出するこ

とによって、議案に関する議決権を行使する。 

(3) 委員は、議決権を行使するに当たり、議案の内容について質疑等をするこ

とができる。 

(4) 委員長は、委員から質疑等があった場合、書面表決書の返信期限の前に、

全ての委員に対して質疑等及び回答内容を報告しなければならない。 

(5) 書面議決による委員会は、期限内に委員の過半数から書面表決書の返信

があった場合、有効に成立したものと認める。 

(6) 書面表決書は、委員の署名又は記名がないものは無効とする。 
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(7) 議案は、書面による表決に参加した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、委員長の決するところによる。 

 

（部会） 

第５条 委員会は、運営上必要があるときは部会を設けることができる。 

２ 部会の委員は、委員長が依頼する。 

３ 部会に関する事項は、委員長が定める。 

（補則） 

第６条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が会長の承認を得て別に定める。 

 附則 

この規程は、平成 30年 3月 20日から施行する。 

附則 

この規程は、令和 2年 11月 4日から施行する。 

附則 

この規程は、令和 4年 10月 13日から施行する。 

附則 

この規程は、令和 6年 1月 31日から施行する。 

附則 

この規程は、令和 6年○月○日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

 

            常任委員会から専門委員会への付託事項及び委任事項 

 

 

委員会名 付託事項 委任事項 

総務企画 

専門委員会 

１ 総合的な計画の立案に関す

ること。 

２ 会場地選定に関すること。 

３ 県及び会場地市町村の業務

分担及び経費負担に関する

こと。 

４ 他の専門委員会に属さない

重要な事項に関すること。 

１ 総合的な計画の推進に関す

ること。 

２ 他の専門委員会に属さない

事項に関すること。 

施設・競技 

専門委員会 

施
設
関
係 

１ 競技施設及び関連施設

の基本的事項に関する

こと。 

２ 情報通信施設の基本的

事項に関すること。 

３ その他施設に係る重要

事項に関すること。 

１ 競技施設及び関連施設の

調査、調整等に関するこ

と。 

２ 情報通信施設の調査、調整

等に関すること。 

３ その他施設の調査、調整等

に関すること。 

競
技
関
係 

１ 競技運営等の基本的事

項に関すること。 

２ 競技役員等の養成・編

成の基本的事項に関す

ること。 

３ その他競技運営に係る

重要事項に関するこ

と。 

１ 競技運営等の調査、調整等

に関すること。 

２ 競技役員等の養成・編成の

推進に関すること。 

 

３ その他競技運営に関する

こと。 

広報・県民

運動専門委

員会 

１ 広報の基本的事項に関する

こと。 

２ 県民運動の基本的事項に関

すること。 

３ その他広報及び県民運動に

係る重要な事項に関するこ

と。 

 

１ 広報の実施に関すること。 

 

２ 県民運動の推進に関するこ

と。 

３ 大会愛称・スローガン、マ

スコット等に関すること。 

 

４ その他広報及び県民運動に

係る事項に関すること。 

宿泊専門委

員会 

１ 宿泊の基本的事項に関する

こと。 

２ その他宿泊に係る重要な事

項に関すること。 

１ 宿泊業務（配宿計画、充足

対策、宿泊料金）に関する

こと。 

２ その他宿泊に関すること。 
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委員会名 付託事項 委任事項 

輸送・交通 

専門委員会 

１ 輸送及び交通の基本的事項

に関すること。 

２ その他輸送・交通に係る重

要な事項に関すること。 

１ 全国輸送に関すること。 

２ 開・閉会式の輸送に関する

こと。 

３ 競技会場地の輸送に関する

こと。 

４ その他輸送及び交通に関す

ること。 

式典専門委

員会 

１ 式典及び開・閉会式等の会

場の基本的事項に関するこ

と。 

２ その他式典に係る重要な事

項に関すること。 

１ 開・閉会式等の企画及び運

営に関すること。 

２ 開・閉会式会場及び関連施

設の管理・調整等に関する

こと。 

３ その他式典に関すること。 

医事・衛生

専門委員会 

１ 医事・衛生の基本的事項に

関すること。 

２ その他医事・衛生に係る重

要な事項に関すること。 

１ 医療救護及び防疫に関す

ること。 

２ 食品衛生及び環境衛生に

関すること。 

３ その他医事・衛生に関する

こと。 

警備・消防

専門委員会 

１ 警備、消防及び防災の基本

的事項に関すること。 

２ その他警備、消防及び防災

に係る重要な事項に関する

こと。 

１ 警備、消防及び防災に係る

計画の推進に関すること。 

２ その他警備、消防及び防災

に係る事項の推進に関す

ること。 
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（現行） 

 

第 83 回国民スポーツ大会・第 28 回全国障害者スポーツ大会 

群馬県準備委員会専門委員会規程 

 
（趣旨） 

第１条 この規程は、第 83 回国民スポーツ大会・第 28 回全国障害者スポーツ

大会群馬県準備委員会会則第 13 条第３項の規定に基づき、第 83 回国民スポ

ーツ大会・第 28回全国障害者スポーツ大会群馬県準備委員会専門委員会（以

下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員会の種類等） 

第２条 委員会の種類並びに常任委員会からの付託事項及び委任事項は、別表

のとおりとする。 

（役員） 

第３条 委員会に次の役員を置く。 

(1) 委員長   １名 

(2) 副委員長  若干名 

２ 委員長及び副委員長は、専門委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、

あらかじめ委員長の指名した副委員長がその職務を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集し、委員長が議長となる。 

ただし、委員長が災害、疫病その他の事由により委員を招集することが困難で

あると認めた場合には、書面により委員会の議案を決し、その結果をもって委員

会の議決に代えることができる。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の

決するところによる。 

３ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意

見又は説明を聴くことができる。 

４ 書面による議決は、次に掲げる方法により実施する。 

(1) 委員長は、返信期限を定めて、議案書、書面表決書及びその他資料等を委

員に送付する。 

(2) 委員は、議案について賛否を記載した書面表決書を委員長に提出するこ

とによって、議案に関する議決権を行使する。 

(3) 委員は、議決権を行使するに当たり、議案の内容について質疑等をするこ

とができる。 

(4) 委員長は、委員から質疑等があった場合、書面表決書の返信期限の前に、

全ての委員に対して質疑等及び回答内容を報告しなければならない。 

(5) 書面議決による委員会は、期限内に委員の過半数から書面表決書の返信

があった場合、有効に成立したものと認める。 

(6) 書面表決書は、委員の署名又は記名がないものは無効とする。 

(7) 議案は、書面による表決に参加した委員の過半数をもって決し、可否同数
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のときは、委員長の決するところによる。 

 

（部会） 

第５条 委員会は、運営上必要があるときは部会を設けることができる。 

２ 部会の委員は、委員長が依頼する。 

３ 部会に関する事項は、委員長が定める。 

（補則） 

第６条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が会長の承認を得て別に定める。 

 附則 

この規程は、平成 30年 3月 20日から施行する。 

附則 

この規程は、令和 2年 11月 4日から施行する。 

附則 

この規程は、令和 4年 10月 13日から施行する。 

附則 

この規程は、令和 6年 1月 31日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

 

            常任委員会から専門委員会への付託事項及び委任事項 

 

  

委員会名 付託事項 委任事項 

総務企画 

専門委員会 

１ 総合的な計画の立案に関す

ること。 

２ 会場地選定に関すること。 

３ 県及び会場地市町村の業務

分担及び経費負担に関する

こと。 

４ 他の専門委員会に属さない

重要な事項に関すること。 

１ 総合的な計画の推進に関す

ること。 

２ 他の専門委員会に属さない

事項に関すること。 

施設・競技 

専門委員会 

施
設
関
係 

１ 競技施設及び関連施設

の基本的事項に関する

こと。 

２ 開・閉会式会場及び関

連施設の基本的事項に

関すること。 

３ 情報通信施設の基本的

事項に関すること。 

４ その他施設に係る重要

事項に関すること。 

１ 競技施設及び関連施設の

調査、調整等に関するこ

と。 

２ 開・閉会式会場及び関連施

設の調査、調整等に関する

こと。 

３ 情報通信施設の調査、調整

等に関すること。 

４ その他施設の調査、調整等

に関すること。 

競
技
関
係 

１ 競技運営等の基本的事

項に関すること。 

２ 競技役員等の養成・編

成の基本的事項に関す

ること。 

３ その他競技運営に係る

重要事項に関するこ

と。 

１ 競技運営等の調査、調整等

に関すること。 

２ 競技役員等の養成・編成の

推進に関すること。 

 

３ その他競技運営に関する

こと。 

広報・県民

運動専門委

員会 

１ 広報の基本的事項に関する

こと。 

２ 県民運動の基本的事項に関

すること。 

３ その他広報及び県民運動に

係る重要な事項に関するこ

と。 

 

１ 広報の実施に関すること。 

 

２ 県民運動の推進に関するこ

と。 

３ 大会愛称・スローガン、マ

スコット等に関すること。 

４ その他広報及び県民運動に

係る事項に関すること。 
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委員会名 付託事項 委任事項 

宿泊専門委

員会 

１ 宿泊の基本的事項に関する

こと。 

２ その他宿泊に係る重要な事

項に関すること。 

１ 宿泊業務（配宿計画、充足

対策、宿泊料金）に関する

こと。 

２ その他宿泊に関すること。 

 

輸送・交通 

専門委員会 

１ 輸送及び交通の基本的事項

に関すること。 

２ その他輸送・交通に係る重

要な事項に関すること。 

１ 全国輸送に関すること。 

２ 開・閉会式の輸送に関する

こと。 

３ 競技会場地の輸送に関する

こと。 

４ その他輸送及び交通に関す

ること。 
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第83回国民スポーツ大会・第28回全国障害者スポーツ大会群馬県準備委員会専門委員会規程　新旧対照表

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3

4 4

1 1 1 1

2 2

2 2 3 3

3 3 4 4

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 その他競技運営に関する
こと。

3 3 その他競技運営に関する
こと。

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3

4 4

1 1

2
2

3

1 1

2 2

3

1 1

2 2
（新設）

警備・消防
専門委員会

警備、消防及び防災の基
本的事項に関すること。

警備、消防及び防災に係
る計画の推進に関するこ
と。

その他警備、消防及び防
災に係る重要な事項に関
すること。

その他警備、消防及び防
災に係る事項の推進に関
すること。

（新設） （新設）

（新設） （新設） （新設）
医事・衛生
専門委員会

医事・衛生の基本的事項
に関すること。

医療救護及び防疫に関す
ること。

その他医事・衛生に係る
重要な事項に関するこ
と。

食品衛生及び環境衛生に
関すること。

その他医事・衛生に関す
ること。

その他輸送・交通に係る重
要な事項に関すること。

開・閉会式の輸送に関す
ること。

競技会場地の輸送に関す
ること。

その他輸送及び交通に関
すること。

開・閉会式会場及び関連
施設の管理・調整等に関
すること。

その他式典に関するこ
と。

式典
専門委員会

（新設）

輸送・交通
専門委員会

開・閉会式等の企画及び
運営に関すること。

（新設） （新設）

その他輸送及び交通に関
すること。

式典及び開・閉会式等の
会場の基本的事項に関す
ること。

その他式典に係る重要な
事項に関すること。

宿泊
専門委員会

宿泊
専門委員会

開・閉会式会場及び関連
施設の調査、調整等に関
すること。

競
技
関
係

競技運営等の基本的事項に
関すること。

競技運営等の調査、調整
等に関すること。

競技役員等の養成・編成の
基本的事項に関すること。

競技役員等の養成・編成
の推進に関すること。

その他競技運営に係る重要
事項に関すること。

施設・競技
専門委員会

施
設
関
係

競技施設及び関連施設の
基本的事項に関するこ
と。

競技施設及び関連施設の
調査、調整等に関するこ
と。

宿泊の基本的事項に関する
こと。

宿泊業務（配宿計画、充
足対策、宿泊料金）に関
すること。

その他広報及び県民運動
に係る事項に関するこ
と。

広報・県民運動
専門委員会

広報の基本的事項に関する
こと。

広報の実施に関するこ
と。

県民運動の基本的事項に関
すること。

県民運動の推進に関する
こと。

その他広報及び県民運動に
係る重要な事項に関するこ
と。

広報・県民運動
専門委員会

現　行

常任委員会から専門委員会への付託事項及び委任事項

委員会名 付託事項 委任事項

競技施設及び関連施設の
調査、調整等に関するこ
と。

総務企画
専門委員会

総合的な計画の立案に関す
ること。

総合的な計画の推進に関
すること。

会場地選定に関すること。 他の専門委員会に属さな
い事項に関すること。

県及び会場地市町村の業務
分担及び経費負担に関する
こと。

他の専門委員会に属さない
重要な事項に関すること。

施設・競技
専門委員会

施
設
関
係

競技施設及び関連施設の基
本的事項に関すること。

情報通信施設の基本的事項
に関すること。

情報通信施設の調査、調
整等に関すること。

その他施設に係る重要事項
に関すること。

その他施設に関するこ
と。

開・閉会式会場及び関連施
設の基本的事項に関するこ
と。

大会愛称・スローガン、
マスコット等に関するこ
と。

その他宿泊に係る重要な事
項に関すること。

その他宿泊に関するこ
と。

輸送及び交通の基本的事項
に関すること。

全国輸送に関すること。

（削除） （削除）

その他広報及び県民運動
に係る重要な事項に関す
ること。

大会愛称・スローガン、
マスコット等に関するこ
と。

情報通信施設の基本的事
項に関すること。

情報通信施設の調査、調
整等に関すること。

その他施設に係る重要事
項に関すること。

その他施設に関するこ
と。

その他宿泊に係る重要な
事項に関すること。

広報の基本的事項に関す
ること。

競技運営等の基本的事項
に関すること。

競技運営等の調査、調整
等に関すること。

競技役員等の養成・編成
の基本的事項に関するこ
と。

競技役員等の養成・編成
の推進に関すること。

その他競技運営に係る重
要事項に関すること。

広報の実施に関するこ
と。

県民運動の基本的事項に
関すること。

県民運動の推進に関する
こと。

改正後

輸送・交通
専門委員会

輸送及び交通の基本的事
項に関すること。

全国輸送に関すること。

その他輸送・交通に係る
重要な事項に関するこ
と。

開・閉会式の輸送に関す
ること。

競技会場地の輸送に関す
ること。

宿泊の基本的事項に関す
ること。

宿泊業務（配宿計画、充
足対策、宿泊料金）に関
すること。

その他宿泊に関するこ
と。

その他広報及び県民運動
に係る事項に関するこ
と。

常任委員会から専門委員会への付託事項及び委任事項

委員会名 付託事項 委任事項

総務企画
専門委員会

総合的な計画の立案に関
すること。

総合的な計画の推進に関
すること。

会場地選定に関するこ
と。

他の専門委員会に属さな
い事項に関すること。

県及び会場地市町村の業
務分担及び経費負担に関
すること。

他の専門委員会に属さな
い重要な事項に関するこ
と。

競
技
関
係
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第 28回全国障害者スポーツ大会 会場地市町村第４次選定について 

   【市町村別】                                  

№ 市町村名 競技・種目名 障害区分 開催予定施設 

１ 

前橋市 

陸上競技 
身体 

知的 

正田醤油スタジアム群馬 

（群馬県立敷島公園陸上競技場） 

２ 水泳競技 
身体 

知的 
（仮称）敷島公園新水泳場 

３ 
卓球【ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ

ﾃﾆｽ（身）含む】 

身体 

知的 

精神 

ALSOK ぐんま総合スポーツセンター 

（群馬県総合スポーツセンター） 

４ フットソフトボール 知的 
登利平桃ノ木川グランド 

（桃ノ木グランド） 

５ 藤岡市 サッカー 知的 
庚申山総合公園サッカー場 

藤岡総合運動公園陸上競技場 

 

 

  【競技別】                                   

№ 区分 競技・種目名 障害区分 市町村名 開催予定施設 

１ 

個人 

競技 

陸上競技 
身体 

知的 
前橋市 

正田醤油スタジアム群馬 

（群馬県立敷島公園陸上競技場） 

２ 水泳 
身体 

知的 
前橋市 （仮称）敷島公園新水泳場 

３ 
卓球【ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ

ﾃﾆｽ（身）含む】 

身体 

知的 

精神 

前橋市 
ALSOKぐんま総合スポーツセンター 

（群馬県総合スポーツセンター） 

４ 
団体

競技 

フットソフトボール 知的 前橋市 
登利平桃ノ木川グランド 

（桃ノ木グランド） 

５ サッカー 知的 藤岡市 
庚申山総合公園サッカー場 

藤岡総合運動公園陸上競技場 

 

※14 競技中 14 競技決定（未選定競技０） 
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伊勢崎市
太田市

草津町

片品村みなかみ町

高崎市

富岡市

安中市

みどり市

桐生市

上野村

南牧村

甘楽町

玉村町

神流町

桐生市

千代田町

大泉町
下仁田町

沼田市

榛東村 吉岡町

長野原町

嬬恋村

昭和村

中之条町

前橋市

渋川市
東吾妻町

川場村

高山村

藤岡市

草津町

明和町

館林市
板倉町

1次 ボッチャ

みどり市

邑楽町

ソフトボール

ボウリング

車いすバスケットボール

高崎市

2次

2次 アーチェリー

安中市

グランドソフトボール

バレーボール
3次

伊勢崎市

フライングディスク

バスケットボール

太田市

3次

4次 サッカー

藤岡市

陸上競技

水泳

卓球

フットソフトボール

4次

前橋市

第1次選定(R5.3.22)

1市 1競技

第2次選定(R6.1.31)

2市 4競技

第3次選定(R6.3.22)

2市 4競技

第4次選定

2市 5競技
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第 83回国民スポーツ大会 デモンストレーションスポーツ 

実施行事選択及び会場地市町村第２次選定（案） 

 【競技別】                                      

№ 実施行事 主管団体名 市町村名 開催予定施設 

1 ユニカール 
群馬県 

ユニカール協会 
前橋市 

ALSOK ぐんま武道館 

（群馬県総合スポーツセンター 

ぐんま武道館） 2 フォークダンス 
群馬県フォーク

ダンス協会 

3 なぎなた 
群馬県 

なぎなた連盟 
高崎市 

高崎アリーナ 

新町防災アリーナ 

4 ビリヤード 
群馬県 

ビリヤード協会 
伊勢崎市 カリフォルニアビリヤード 

5 スマートフェンシング 
群馬県フェン 

シング協会 
沼田市 

ZACROSアリーナぬまた 

（沼田市民体育館） 

6 
群馬県ガールズ U-12 

サッカー大会 群馬県 

サッカー協会 
藤岡市 

烏川サッカー場 

7 ウオーキングフットボール 庚申山多目的広場 

8 スマイルボウリング 
榛東村 

スポーツ協会 
榛東村 しんとうスポーツアリーナ 

9 
ジョイフル・スローピッチ

ソフトボール 

吉岡町スポーツ

協会 

ソフトボール部 

吉岡町 吉岡町緑地運動公園 

10 みかぼ登山大会 
神流町 

体育協会 
神流町 西御荷鉾山 登山口・山頂 

11 フットゴルフ 

中之条町 

生涯学習課 

フットゴルフ 

実行委員会 

中之条町 美野原カントリークラブ 

12 
嬬恋村キャベツ 

ゲートボール大会 

嬬恋村ゲート 

ボール協会 
嬬恋村 嬬恋村運動公園多目的広場 

13 高山村軽スポーツラリー 
高山村 

教育委員会 
高山村 高山村いぶき会館周辺 

14 
片品村ウォークラリー 

大会 

片品村 

教育委員会 
片品村 片品村文化センター周辺 

15 
9人制バレーボール 

（屋外） 

昭和村 

スポーツ協会 
昭和村 

昭和村総合運動公園 

多目的グランド 

16 ７人制サッカー 
玉村町 

サッカー協会 
玉村町 

北部公園サッカー場 

東部スポーツ広場 

17 ヘルスバレーボール 
明和町スポーツ

推進委員会 
明和町 明和町社会体育館 

18 大泉歴史ウオーキング 
大泉町 

教育委員会 
大泉町 町内にて設定したコース 
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等
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⑨
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国
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役
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養
成
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整
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式
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宿
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輸
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状
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作
な
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具
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等
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針
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基
本

方
針

デ
モ

ン
ス

ト
レ

ー
シ

ョ
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２
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３
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、
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等
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・
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技
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特
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※
「

国
民

ス
ポ

ー
ツ

大
会

」
へ

名
称

変
更

国
ｽﾎ

ﾟ 
関

東
ﾌﾞ

ﾛｯ
ｸ大

会
（

幹
事

県
）

ｵﾘ
ﾝﾋ

ﾟｯ
ｸ･

ﾊﾟ
ﾗﾘ

ﾝﾋ
ﾟｯ

ｸ

国
ス

ポ
実

施
競

技
決

定
［

20
22

.3
月

頃
］

（
日

本
ス

ポ
ー

ツ
協

会
）

逆
年

１
２
年
前

国
・

日
本

ｽﾎ
ﾟｰ

ﾂ協
会

視
察

開
催

決
定

・
会

期
決

定
県

議
会

開
催

決
議

２
年
前

第
８
３
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
２
８
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
　
開
催
準
備
全
体
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

年
度

20
17
（
平
成
29
）

20
18
（
平
成
30
）

20
19
（
平
成
31
・
令
和
元
）

20
20
（
令
和
２
）

20
21
（
令
和
３
）

20
22
（
令
和
４
）

20
23
（
令
和
５
）

20
26
（
令
和
８
）

20
27
（
令
和
９
）

20
28
（
令
和
10
）

20
25
（
令
和
７
）

20
29
（
令
和
11
）

開
催
年

総
 

会

※
名

称
変

更
（

第
83

回
国

民
ス

ポ
ー

ツ
大

会
）

大
規

模
大

会
等

ｵﾘ
ﾝﾋ

ﾟｯ
ｸ･

ﾊﾟ
ﾗﾘ

ﾝﾋ
ﾟｯ

ｸ（
東

京
）

ｵﾘ
ﾝﾋ

ﾟｯ
ｸ･

ﾊﾟ
ﾗﾘ

ﾝﾋ
ﾟｯ

ｸ（
パ

リ
）

１
１
年
前

１
０
年
前

中
央

競
技

団
体

視
察

群
馬
県
準
備
委
員
会

７
年
前

６
年
前

５
年
前

４
年
前

３
年
前

中
央

競
技

団
体

視
察

開
催

申
請

書
提

出
開

催
内

定

１
年
前

９
年
前

８
年
前

第
79

回
冬

季
大

会
群

馬
県

開
催

（
ﾛｻ

ﾝｾ
ﾞﾙ

ｽ）

20
24
（
令
和
６
）

推 進 組 織 等

県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

国
体
準
備
係
設
置

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
室
設
置

準
備

委
員

会
組

織
常

任
委

員
会

③
広

報
・

県
民

運
動

専
門

委
員

会

①
総

務
企

画
専

門
委

員
会

湯
け

む
り

国
ス

ポ
・

全
ス

ポ
ぐ

ん
ま

準
備

課
設

置

②

市
町

村
市
町
村
連
絡
会
議

会
場

地
市

町
村

準
備

委
員

会
（

任
意

設
置

）

開
催

手
続

開
催

要
望

書
提

出
（

5/
24

）
内

々
定

（
7/

18
）

施
設

整
備

専
門

委
員

会

業
務

の
増

加
・

細
分

化
に

応
じ

段
階

的
な

組
織

拡
充

を
検

討

式
典

会
場

地
決

定

市
町

村
運

営
交

付
市

町
村

説
明

、
経

費
調

査
制

度
検

討
経

費
調

査
、

単
価

協
議

要
綱

制
定

、
補

助
金

交
付

要
綱

制
定

、
交

付
金

交
付

記
録

本
部

全
国

報
道

者
会

議

報
道

本
部

広
報

ﾎﾟ
ｽﾀ

ｰ、
ﾛｺ

ﾞﾃ
ﾞｻ

ﾞｲ
ﾝ決

定
マ

ス
コ

ッ
ト

決
定

競
技

施
設

整
備

計
画

の
見

直
し

会
場

地
市

町
村

実
行

委
員

会

競
技

・
式

典
会

場
競

技
施

設
整

備
基

本
方

針

情
報

通
信

情
報

通
信

基
本

方
針

会
場

地
選

定

会
場

地
市

町
村

選
定

基
本

方
針

文
化

プ
ロ

グ
ラ

行
幸

啓
関

係

必
要

に
応

じ
て

各
専

門
委

員
会

内
に

部
会

を
設

置

国
ス

ポ
と

連
動

し
て

準
備

基
本

方
針

情
報

支
援

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

養
成

事
業

（
指

導
者

・
リ

ー
ダ

ー
育

成
、

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

・
テ

キ
ス

ト
作

成
、

研
修

・
講

座
、

募
集

・
登

録
・

養
成

）

競
技

施
設

バ
リ

ア
フ

リ
ー

調
査

必
要

に
応

じ
て

施
設

整
備

資
格

審
査

（
選

手
の

障
害

区
分

判
定

）
準

備
審

査
要

項
作

成
、

審
査

員
選

定
・

委
嘱

、
他

県
視

察
、

研
修

、
リ

ハ
審

査
、

本
審

査

会
場

地
市

町
村

・
競

技
施

設
の

選
定

（
正

式
競

技
）

会
場

地
市

町
村

・
競

技
施

設
の

選
定

（
オ

ー
プ

ン
競

技
）
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施設整備に関すること
情報通信

に関すること
役員養成・編成
に関すること

競技運営等
に関すること

競技用具
に関すること

リハーサル大会に
関すること

2017
開催12年前

競技施設整備基本方針

2018
開催11年前

競技施設基準(暫定版)
の決定・随時改正

2019
開催10年前

2020
開催9年前

2021
開催8年前

2022
開催7年前

 
競技施設整備の
方向性を決定

2023
開催6年前

 

2024
開催5年目

2025
開催4年前

 

2026
開催3年前

2027
開催2年前

2028
開催1年前

2029
開催年

施設・競技専門委員会

施設整備 競技運営

第83回国民スポーツ大会・第28回全国障害者スポーツ大会　
施設・競技専門委員会審議スケジュール（見込み）

年 度 開催手続 会場地選定

開催の決定

会場地総合視察
（日ス協・文科省）

中央競技団体
正規視察

国スポ「ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ

ｽﾎﾟｰﾂ」の決定

全ｽﾎﾟ「実施競技」

の決定

開催の内定

国スポ「公開競技」

の決定

内々定

開催申請書
の提出

全ｽﾎﾟ「ｵｰﾌﾟﾝ競技」

の決定

国スポ「正式競技」

の決定（6月予定）

（日本ｽﾎﾟｰﾂ協会）

・
国
ス
ポ

正
式
競
技
・
特
別
競
技

・
全
ス
ポ

個
人
競
技
・
団
体
競
技

→

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
係
が
担
当

・
総
合
開
・
閉
会
式
会
場

・
公
開
競
技
（
競
技
団
体
へ
開
催
希
望
調
査
）

・
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
ス
ポ
ー
ツ
（
競
技
団
体
へ
開
催
希
望
を
募
集
）

・
オ
ー
プ
ン
競
技
（
競
技
団
体
等
へ
開
催
希
望
を
募
集
）

県準備委員会設立

県実行委員会設立

競技役員等に関する基礎
調査・ヒアリング

競
技
役
員
養
成
・
編
成
事
業

大会・競技会会期の決

競
技
用
具
整
備
の
推
進

リ
ハ
ー
サ
ル
大
会
準
備
の
推
進

専門委員会設置

・
競
技
施
設
・
式
典
会
場
整
備
の
実
施
（
県
立
施
設
、
市
町
村
立
施
設
等
）

情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
の
整
備
の
推
進

リハーサル大会

競技別リハ
大会決定

基礎調査精査
競技役員養成方針案等検討

第83回国民スポーツ大会・第28回全国障害者スポーツ大会開催

・
練
習
会
場
の
決
定

専門委員会改組(R2.11.4)

競技役員等編成基本方針
競技役員等養成基本方針
競技役員等養成基本計画

競技運営基本方針

・
県
立
施
設

方
向
性
検
討
（
あ
り
方
み
な
お
し
）

競技施設整備

競技施設整備

競技施設整備

競技施設整備

公開競技実施基本方針

競技用具整備基本方針

競技用具整備基本計画

情報通信基本方針

情報通信基本計画

記録関係業務運営要綱

オープン競技
実施基本方針

記録関係業務基本計画

記録業務基本方針

競技別会期日程調整 リハ大会開催基準要項

デモスポ競技実施基本方針

実施予定競技選択基本方針
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